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　東南アジア非核兵器地帯条約は、１９９７年３月に発効し
たにもかかわらず、すべての核兵器国はその議定書に未
だに署名していない。最近、中国が議定書に署名するこ
とを決定したことが明らかになった。公式の発表を何時行
うかは、効果的な時期を探っており、政治的な判断によっ
て行われると言う。
　この情報は、ピースデポが復旦大学国際研究所と共催
した上海ワークショップ「東北アジアにおける非核地帯と
ミサイル管理」（７月１６日～１８日）における非公式の会話の
中で明らかにされた。北京の国際問題研究所米国研究
部長は、「中国は、東南アジア非核兵器地帯条約の議定
書に署名することを決定した。これは間違いのない決定
である。私だけの功績とは言わないが、私たちが強く勧告
して、政府がそれを受け入れた」と梅林に語った。「公式の
発表はいつ行われるか」という質問に対して、「それは政
治的な判断であり、自分たちの権限の及ばないところで
決まる」という回答であった。
　同じ趣旨を、７月末に札幌で開催された国連軍縮札幌
会議（７月２６日～２９日）における中国政府代表の発言に
よって確認することが出来た。ウ・ハイタオ（呉海濤）中国
外務省軍備管理軍縮局参事官は、「中国は、ＡＳＥＡＮとの
間で、東南アジア非核兵器地帯条約の議定書について
合意に達した」と発言した。中国は、おそらく領海や水域に
ついての争いを議定書署名と切り離すことを含めて合意
したものと思われる。歓迎すべきことである。
　議定書は、核兵器保有国が非核兵器地帯を尊重する
とともに、条約加盟国（ＡＳＥＡＮ１０か国）、及び非核兵器地
帯（加盟国領土と２００カイリ排他的
経済水域）に対して、核攻撃や核
攻撃の威嚇を行わないことを定
めている。（梅林宏道）
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　本誌２１３号に報告した通り、２００５年ＮＰＴ（核不拡散条
約）再検討会議のための準備委員会は、ブラジルのセリ
ジオ・ケイロス・ドゥアルテ大使を議長に任命したものの、
議題次第も準備文書も議事も決定できないまま、崩壊状
態で終了した。任命されたドゥアルテ議長が来日し、７月
２６日、国連札幌軍縮会議において信条と抱負を語った。
（以下で「」内は、大使の演説からの引用である。）
　彼はまず、議長の職責を「名誉であるとともに気持ちを
怯ませるような任務」であると述べた。そして、母国ブラジ
ルが核軍縮・不拡散に貢献しているからこそ自分が議長
に選ばれたのだと、自国が持っているこの分野における
実績への自負を表明した。ブラジルは、ＮＰＴ条約には永
く懐疑的であり、１９９８年になってやっと加盟した国である
が、新アジェンダ連合の一員となり、核兵器廃絶に意欲を
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もって取り組んでいる。彼は言う。「私は、この（議長に選ば
れた）決定を、大量破壊兵器（ＷＭＤ）の軍縮・不拡散の
分野で、私の国ブラジルが不屈の努力を払ってきたこと
が認知されたことの証であると考えている。」
　また彼は、現在のＮＰＴ体制の困難を考える上での前
提として、ＮＰＴ全加盟国がＮＰＴシステムの強化を望ん
でいるという事実こそが、この条約の基本的な強みであ
り、現状打開の基礎であると述べた。この基礎のお陰で、
「実際、ＮＰＴが存在した３７年間に、条約違反は極めて例
外的にしか起こらなかったことを認識しなければならな
い」と述べた。これは、現在、米国がＮＰＴ違反問題を最優
先に議論しなければならない、と強迫観念を植えつける
かのように強調していることに水を差した発言と受け取
ることができる。

直面する三つの問題
　このような前提の上で、ドゥアルテ大使はＮＰＴの現状
について三つの問題を指摘した。
　第１は、普遍性の問題である。インド、パキスタン、イス
ラエルの三か国が「事実上の核兵器国」として、ＮＰＴ体
制の外に身を置いていることが、「ＮＰＴ体制の外にいる
ことが得になる、と拡散予備国に思わせる」結果になる可
能性がある、と大使は指摘する。その意味で、普遍性（す
べての国の参加）は条約の変わることのない目標である。
　第２は脱退や違反疑惑の問題である。名指しはしな
かったが、ドゥアルテ大使は北朝鮮、イラン、リビアを念頭
に置いて発言した。リビアは核兵器計画の放棄を明確に
した例であるが、ＮＰＴ体制下で核兵器開発の意図を
持っていたという点で、共通の問題を提起している。そ
れは「現存する検証体制は不正な活動を防止するのに
不適切であるという主張を引き出し、その結果、条約を忠
実に遵守している国の正当な原子力計画を深刻に脅か
すような、一国あるいは複数の国による検証イニシャチブ
を発生させている」と彼は考える。これは米英のイラク攻
撃やＰＳＩ（拡散防止構想）を指しているのであろう。
　第３の問題は、テロリストによる核兵器の使用に対して
条約には準備がないことである。この問題は、ＮＰＴが成
立した当時には想定されていなかった。ドゥアルテ大使
は、これに対処する道はさまざまにあるが、「ＮＰＴ加盟国
の課題は、正当な目的のために原子力エネルギーを開
発する加盟国の権利を損なうことなく、核兵器が間違っ
たものの手に渡ることを阻止する適切な方法を見出すこ
とである」と言う。これは、ＮＰＴ再検討会議の議長として、
米国を先頭とする西側の「テロとの戦争」へのこだわりと、
途上国の原子力エネルギーへの固執を睨んだ見解と見
るべきであろう。

前提となる核軍縮
　このようにＮＰＴが直面する三つの問題を掲げた上で、
ドゥアルテ大使は核兵器国に厳しく注文を付けた。
　「これらの焦眉の問題に取り組むとしても、圧倒的多数
の国がＮＰＴを支持している理由の心臓部に横たわって
いる基本的な理解を軽視してはならない。核兵器を保有
しておらず、将来も保有する積もりのない国 に々とって、Ｎ

ＰＴに加盟する気になった主要な動機は、核兵器のない、
もっと安全な世界が『早期に』実現するという約束が、条
約前文と第６条に含まれていたからである。」
　「条約が五か国を核保有国と認知したのは、非核国が
絶対的で永久的な条件でそう認めたからではない、と誰
もが同意するであろう。逆に、五核兵器国は、条約上の地
位が将来ずっと保証されていると主張したことは一度も
ない。」
　さらに、大使が語る次のような認識は、日本政府にも
はっきりと向けられている。
　「条約加盟国の圧倒的多数は、核兵器の存在そのも
のが世界の平和と安全への深刻な脅威であるという主
張に同意するであろう。したがって、現在の核保有国が
防衛態勢において核兵器に依存することは、それがい
かなる度合いであれ、すべての国の安全保障にとって
有害なのである。」
　このような認識に立てば、米国の核抑止力に自国の安
全保障を託する日本のような核兵器政策もまた、世界の
平和と安全にとって明らかに有害である。
　ドゥアルテ大使は、結論として、「同等ではないものの
間で結ばれたすべての協定がそうであるように、ＮＰＴに
おいても、核兵器国と非核兵器国とで異なる、それぞれ
に正当な関心事を冷静に考慮することによってのみ、ＮＰ
Ｔは力を持ち永続することができる」と述べ、バランスを
取ったアプローチの必要性を訴えた。

準備への決意
　冒頭に書いたように、２００５年会議の準備委員会は議
事に関する必要な決定を行うことができなかった。その
ため、このまま行くと、４週間の会期（０５年５月２日～２７日）の
貴重な時間を議題、会議の組織や手続きについての合
意のために費やすことになる。悪ければ、実質審議にた
どり着く前に行き詰まってしまう懸念すら存在する。
　そこでドゥアルテ大使は、議長予定者として、いくつか
の決意を述べた。まず議題については、自国ブラジル政
府の支援を得て、８月末から１２月中旬にかけて可能な限
りの多くの主要国と個別折衝に入る。そして、開会日まで
に非公式の合意を取り付け、開会直後に時間をかけな
いで正式決定を行う。
　準備すべき背景文書については、事前に非公式合意
が得られたとしても、公式決定がなければ文書の作成を
ＩＡＥＡ（国際原子力機関）や国連軍縮局（ＵＮＤＤＡ）に作
成依頼することができない。したがって背景文書なしに
会議を迎えることになる。
　会議の組織、手順、タイムテーブルなどに関しても事前
の非公式合意をできるだけ取り付けて、会議でこのため
に割く時間を制限する可能性を追求する。
　ドゥアルテ大使が再検討会議でもっとも重視するのは
実質問題についての前進である。「手続き問題で前進が
あれば、私は（来年の）１月から４月の期間を実質的な準
備のために集中的に活用したい」と彼は意欲を示した。
　今春、ニューヨークでの準備委員会で、彼と短く接する
機会が何度かあったが、彼の順序立てた話を聴いたの
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　アテネで「平和の祭典」オリンピックがテロに対する厳
戒の中で始まった今も、イラクでは、戦闘が続いている。
イスラム教シーア派の聖地ナジャフ等では米軍と反米指
導者ムクサド・サドル師の民兵「マフディ軍」の戦闘が激
化している。米国防総省の最近の集計によれば、２００３年
３月以降にイラクで死亡した米軍関係者は９３１人にのぼ
り、９月には１０００人に達すると予想されている１。シーア派
による反米デモは、国境を越えてイラン、レバノン、バー
レーンにも拡大、米国と多国籍軍参加国はイスラム世界
の敵意に包囲されている。
　このような状況の中で、陸上自衛隊の第３次派遣部隊
（イラク復興支援群）の第１波１４０人が８月８日青森空港か
ら政府専用機で出発した。陸上自衛隊の宿営地が置か
れたイラク南部サマワでは、オランダ軍宿営地が襲撃さ
れるなど情勢が不穏の度を深めている。サドル師の代表
を務めるカファジ師は、自衛隊は「占領軍に協力してい
る」と非難している。同師は「日本は米国の大量破壊兵
器で広島や長崎を破壊されたのに、今はイラク人に武器
を向けている」「占領軍への協力はわれわれの怒りを呼
んでいる」と述べた２。
　６月末の暫定政府への主権委譲は、日本政府にとって
国内世論にこたえて自衛隊派兵を見直す好機であっ
た。しかし日本政府は、６月１８日、「イラク特措法」の関連
政令の改正と「基本計画」の変更を「閣議了解」するとい
う手法で、自衛隊の派兵継続すなわち多国籍軍への参
加を決定した。

安保理決議１５４６

　６月８日の国連安全保障理事会において満場一致で
採択された決議１５４６の重要部分を訳出し、「付属書簡」
の要旨と併せて資料１（６ページ）に示す。決議の骨子は
次のとおりである：
○イラク暫定政府の樹立を承認する（第１節）。
○２００５年１月３１日までに直接選挙を実施、移行政府を
樹立し新憲法を制定する。同年１２月３１日までに新憲
法下で政府を樹立する（第４節）。
○統合司令部（編集部注：日本政府は｢統合された司令
部｣という訳語を使用。本紙では「統合司令部」と訳す）

の下に置かれた多国籍軍の駐留は、暫定政府の要
請に基づく（第９節）。多国籍軍は必要なあらゆる手段
を取る権限を持つ（第１０節）。
○暫定政府と後継政府（以下まとめて「イラク政府」）は

多国籍軍の作戦にイラク軍が関与するかどうかを決
定する権限を有する。多国籍軍とイラク政府は協議
と合意の場を設ける（第１１節）。
○多国籍軍の任務は決議採択から１２ヶ月後、あるいは
イラク政府の要求があれば、見直す。駐留は恒久政
府が発足した時点で終了する。それ以前でもイラク
政府が要求すれば終了する（第１２節）。
○多国籍軍は治安維持と安定、人道・復興支援、国連
イラク支援団への支援を任務とし、国連加盟国には
貢献が要請される（第１３節及び第１５節）。

　同決議はこのほか、石油収入の管理システムである
「イラク開発基金」や「石油と食糧交換プログラム」の運
営の権限をイラク政府に全面的に委譲することを定めて
いる。このように占領統治は終了し、イラク人による統治と
いう新しい段階を迎えた。しかし、軍事の実権を米国が掌
握していることには変わりはない。

作戦参加への「拒否権」は？

　決議１５４６は、イラク政府の下に配備されたイラク軍（第
８節）には、作戦への参加の選択権があるとしている（第
１１節）が、この規定は多分に形式的なものであり、その指
揮統制についてはグレーゾーンである。決議案の審議
過程において、フランスは、イラク軍と多国籍軍の間で作
戦をめぐり意見が合わなかった場合には、イラク軍に拒
否権を与えることを主張したが、決議には盛り込まれな
かった。
　米統合参謀本部のデビッド・ロドリゲス陸軍准将は７
月１日の国防総省での記者会見で、「多国籍軍」ではな
くイラク軍も含めた概念として「連合軍」という用語を用い
ながら次の様に説明した３。「連合軍の作戦においては
最高位の司令官であるケーシー大将（多国籍軍司令官）
が戦術的作戦を統制する。しかしすべての場合におい
て、各国の軍隊は我が軍と同様、各 の々国家指導部を頂
点とする指揮系統を持っている」「行動しながら決定す
る連合軍には拒否権のようなものは無いが、各国軍は本
国の指導部が定めた別個の交戦規則を持っているのだ
から作戦への参加を断ることは可能である。しかし、我々
はたえず彼らと協力・調整して、我々が行なうべき作戦を
実行するだろう」。そして、慎重を要する攻撃（決議１５４６に
も登場する用語。政治的インパクトの大きい攻撃作戦のこ

と）においては、イラク政府との協議と合意を踏まえるとし
たが、それは「規則ではなくガイドラインである」と付け加
えた。記者会見に同席したローレンス・ディリタ国防長官
特別補佐官は「軍事作戦はスピードと突然性が求められ
る」として、イラク政府や軍による個別作戦に対する「拒
否権」は想定していないと語った。

自衛隊だけは「特別」なのか

　上記の米軍の見解は、自衛隊の「武力行使」をめぐる
議論に深く関係する。
　日本政府は、６月１８日の「閣議了解」において、１）自衛

「自衛隊に戦闘参加
への拒否権」は
非現実的

国連安保理決議１５４６とイラクの自衛隊
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地球上の核弾頭全デ

戦略核（小計６，４８０）
●ＩＣＢＭ（小計１，７００）１

ミニットマンⅢ １，２００
Ｍｋ-１２型（弾頭：Ｗ６２） １７０ ３００２

Ｍｋ-１２Ａ型（弾頭：Ｗ７８） ３３５ ９００３

ピースキーパー（ＭＸ、弾頭：Ｗ８７）３００ ５００４

●ＳＬＢＭ４（小計３，１２０）５

トライデントⅠ Ｃ４（弾頭：Ｗ７６）１００ ４３２６

トライデントⅡ Ｄ５ ２，３０４７

Ｍｋ-４型（弾頭：Ｗ７６） １００ １，９２０
Ｍｋ-５型（弾頭：Ｗ８８） ４７５ ３８４
迅速対応戦力（Ｗ７６） １００ ３８４

●爆撃機搭載核兵器８（小計１，６６０）
核爆弾　Ｂ６１-７ ＜１
　　　　Ｂ６１-１１９ ８００
　　　　Ｂ８３-１ １，２００
ＡＬＣＭ（弾頭：Ｗ８０-１） ５～１５０ ４３０
ＡＣＭ（弾頭：Ｗ８０-１） ５～１５０ ４３０

非戦略核（小計１，１２０）
●ＳＬＣＭ
トマホーク（弾頭：Ｗ８０-０）５～１５０ ３２０１０

●核爆弾 Ｂ６１-３、４、１０ ０．３～１７０ ８００１１

予備貯蔵（小計３８０）

　不活性貯蔵１２（小計２，６６０）

核兵器の名称 爆発力
キロトン

核弾頭数

１ １４９０発が作戦配備、２１０発が迅速対応戦力。
２ 単弾頭が１５０基、３ＭＩＲＶが５０基。
３ ３ＭＩＲＶ×３００基。
４ １０ＭＩＲＶ×２９基が作戦配備、２１０発が迅速対応戦力。
５ オハイオ級戦略原潜１５隻に搭載。ミサイル数は３６０基（１５×
２４）。

６ ３隻×２４発射管×６ＭＩＲＶ。
７ １２隻×２４発射管×８ＭＩＲＶ。１０隻がＭｋ-４型搭載機、２隻が
Ｍｋ－５型搭載。

８ ストラトフォートレスＢ-５２Ｈ（９４機のうちの５６機）、スピリットＢ-
２Ａ（２１機のうちの１６機）、計７２機が任務（核・非核両用）につ
いている。Ｂ-２は爆弾のみ。

９ 地中貫通型（１９９７年１１月に導入）であり、Ｂ-２にのみ搭載。
１０ 迅速対応戦力。
１１ 約１５０発がＮＡＴＯ軍用としてヨーロッパ６カ国の９個の空軍

基地に配備。米国内では、ファイティング・ファルコンＦ１６Ｃ
／Ｄ、およびストライク・イーグルＦ１５Ｅに搭載。

１２１４８ページ本文参照。作戦配備されていないＡＣＭ／ＡＬＣ
Ｍ（約９００発）や退役したミニットマンⅢ（約３００発）、退役し
たＧＬＣＭ（約４００発）など。

米国（計１０，６４０）

～

戦略核（小計３３８）
●ＳＬＢＭ１（小計２８８）
ＭＳＢＳ２ Ｍ４５（弾頭：ＴＮ７５） １００　 ２８８３

●爆撃機搭載核兵器（小計５０）
ＡＳＭＰ４（弾頭：ＴＮ８１） ３００　 ５０５

　非戦略核（小計１０）
●空母配備航空機搭載核兵器（小計１０）
ＡＳＭＰ（弾頭：ＴＮ８１） ３００　 １０６

爆発力
キロトン核弾頭数核兵器の名称

１フレクシブル級戦略原潜１隻とル・トリオファン戦略原潜２
隻に搭載。

２フランス語で「艦対地戦略弾道ミサイル」の頭文字。
３３隻×１６発射管×６ＭＩＲＶ。
４フランス語で「空対地中距離ミサイル」の頭文字。
５ミラージュ２０００Ｎ（６０機、３飛行隊）に搭載。１機あたり１弾
頭。弾頭は５０と見積もられる。

６シュペル・エタンダール２４機（２飛行隊）に搭載。通常任務
の航空機もある。唯一の空母ドゴールに配備。

フランス（計３５０）

[解説]　０４年６月１日、米ブッシュ政権は、新しい
核弾頭保有計画を発表した。それによると、「核態
勢見直し（ＮＰＲ）」（０２年１月）において導入された
迅速対応戦力を２０１２年に向けて大幅に削減する
方針と思われる。しかし、現時点ではまだそれに伴
う分類上の変化はないと思われるので、本図説で
はＮＰＲの考え方にしたがって弾頭を分類した。
①作戦配備された核弾頭。部隊に配備・貯蔵さ
れている活性状態の弾頭。ＮＰＲは、オーバー
ホール中の原潜の核弾頭を作戦配備に含め
ないが、本図説では含めた。
②迅速対応戦力の弾頭。作戦配備からは外され
たが、活性状態に置かれ迅速に作戦配備に
復活できる。図説では便宜的に作戦配備・迅
速対応という表現にまとめた。

③予備貯蔵。ルーチン整備・検査のために確保

されている活性状態にあるスペアである。①の
５～１０％と推定される。
④不活性貯蔵。退役した核弾頭で、時間が経過
すると劣化するトリチウムや電池などを除いて
貯蔵している弾頭。将来、再使用の可能性を残
す。解体待ちのものも含まれる。

　米国では、他に「戦略的予備」と呼ばれるものがあ
る。弾頭の形ではなくて、一次爆発用プルトニウム・
ピットと二次爆発部分に分離して、対として別 に々貯
蔵されている。約５，０００対あるとされる。
　米国以外の国の核兵器の分類について、明確な
情報はないが、表では同様の考えで整理した。ロシ
アの予備貯蔵は作戦配備の５％とした。
　インド、パキスタン、イスラエルを含めると、地球上
には今なお３０，０００発近い核弾頭があり、オーバーキ
ル状態は変わらない。

爆発力
キロトン 核弾頭数

戦略核（小計１６０）
●ＳＬＢＭ１

トライデントⅡ　Ｄ５ １００ １６０２

　予備貯蔵（小計２５３）

　不活性貯蔵（小計１５）

核兵器の名称

１　バンガード級戦略原潜４隻に搭載。４隻目ベンジャスは
２００１年２月にパトロール任務についた。

２　弾頭は、米国のＷ７６に類似だが英国産。４隻×１６発射
管×３ＭＩＲＶで計算すると１９２個。実際には、２～６発射
管は単弾頭と推定され、平均して１隻あたり４０弾頭と推
定される。４０×４隻＝１６０。

３１５％を予備とした。

英国（計２００）

運搬手段
●航空機２

●短・中距離ミサイル３

爆発力
キロトン

核弾頭数核兵器の名称

兵器化の確証なし ５～２５１ ３０～３５

１　１９９８年５月の核実験の地震波からの推定値。インドは、最
高４３キロトンの爆発を主張している。

２　ミグ２７（フロッガー／バハドゥール）１６５機、ジャガーＩＳ／Ｉ
Ｂ（シャムシャー）１３１機のいくつかが、核任務をもつと推定
される。

３プリトビ１（射程１５０ｋｍ）が配備ずみ。アグニ１（射程７００ｋ
ｍ）、及びアグニ２（射程２，０００ｋｍ）が軍に渡されたと発表
（２００３年１０月５日）。プリトビ１の最近の発射実験は２００３年
３月２６日。プリトビ２（射程２５０ｋｍ）の最近の発射実験は、
２００３年４月２９日。アグニ２は２００１年１月１７日に発射実験さ
れた。またアグニ１は、２００２年１月２５日、続いて２００３年１月
９日に発射実験された。

インド（計３０～３５）

爆発力
キロトン

核弾頭数

４～１２１ ２４～４８

爆発力
キロトン

核弾頭数

運搬手段
●航空機２

●中距離ミサイル３

●砲弾・地雷

核兵器の名称

流布された推定１ １００～３００

１　１９７９年９月２２日、南アフリカ近海の南インド洋はるか上空
で、秘密裏に核実験が行われたとの説がある。クリステン
センらは弾頭数を２００と推定。

２　米国製Ｆ１６Ａ／Ｂ／Ｃ／Ｄ（ファイティング・ファルコン）２６０
機、同Ｆ１５Ｅ（ストライク・イーグル、イスラエルではＦ１５Ｉ・ラ
アムと呼ぶ。）２５機の一部が核任務を持つと推定される。

３ジェリコ１（射程１２００ｋｍ）、同２（射程１８００ｋｍ）が配備され
ている。

イスラエル（計１００～３００）

運搬手段
●航空機２

●短・中距離ミサイル３

核兵器の名称

兵器化の確証なし

１　１９９８年５月の核実験における地震波からの推定値。
２　米国製Ｆ１６Ａ／Ｂ（ファイティング・ファルコン）３２機のい
くつかが核任務をもつと推定される。

３ガズナビ（ハトフ３、射程３００ｋｍ）、ガウリ１（ハトフ５、射程１
３００～１５００ｋｍ）の配備が確認されている。後者は、２００３
年１月８日に配備承認。ガウリ２、同３（射程２５００～３０００ｋ
ｍ）、シャヒーン１（ハトフ４、射程７００ｋｍ）が発射実験され
た。シャヒーン１の最新の実験は２００３年１０月８日及び１４
日。ガズナビは２００２年５月２６日に初実験されたが、国防
省は以前射程２，０００ｋｍと考えていた。

パキスタン（計２４～４８）



5１９９６年４月２３日第三種郵便物認可 毎月２回１日、１５日発行 核兵器・核実験モニター 第２１５・６号 ２００４年８月１５日

核保有国の核弾頭数（２００４年６月） 丸めのため計に不一致がある。

◇製作：ピースデポ

出典：天然資源保護評議会（ＮＲＤＣ）のＳ．ノリス、Ｗ．アーキン、
Ｊ．ハンドラー、およびＨ．クリステンセン、及び、平和・紛争に関す
る資料・調査センター（ＣＤＲＰＣ。仏・リヨン）の資料をもとにした。

ＡＣＭ＝新型巡航ミサイル／ＡＬＣＭ＝空中発射巡航ミサイル／ＡＳＭ＝空
対地ミサイル／ＧＬＣＭ＝地上発射巡航ミサイル／ＩＣＢＭ＝大陸間弾道ミ
サイル／ＩＲＢＭ＝中距離弾道ミサイル／ＭＩＲＶ＝多弾頭個別誘導再突入
体／ＳＡＭ＝地対空ミサイル／ＳＬＢＭ＝潜水艦発射弾道ミサイル／ＳＬＣ
Ｍ＝海洋発射巡航ミサイル／ＳＲＡＭ＝短距離攻撃ミサイル

－２００４年６月

一般に１００～３００発
の核弾頭と種々の
運搬手段を持つと
考えられている。

パキスタン

１９９８年に核実験。
事実上の核保有国。

インド

１９７４年と１９９８年
に核実験。事実
上の核保有国。

データ

爆発力
キロトン 核弾頭数

戦略核（小計４，４２２）
●ＩＣＢＭ（小計２，４７８）
ＳＳ-１８　Ｍ４､Ｍ５､Ｍ６（サタン）５５０～７５０１，２００１

ＳＳ-１９　Ｍ３（スチレトウ） ７５０ ７８０２

ＳＳ-２４　Ｍ１（スカルペル） ５５０ １５０３

ＳＳ-２５（シックル） ５５０ ３１２４

ＳＳ-２７ ５５０ ３６５

●ＳＬＢＭ（小計１，０７２）
ＳＳ-Ｎ-１８　Ｍ１（スチングレイ） ５００ ２８８６

ＳＳ-Ｎ-２０　Ｍ１、Ｍ２（スタージョン）２００ ４００７

ＳＳ-Ｎ-２３（スキフ） １００ ３８４８

●爆撃機搭載核兵器（小計８７２）
核爆弾
ＡＬＣＭ（弾頭：ＡＳ１５Ａ、Ｂ） ２５０ ８７２９

ＳＲＡＭ（弾頭：ＡＳ１６）
戦略的防衛ミサイル（小計１，２００）

●ＳＡＭ　
ＳＡ-１０（グランブル）など １，２００

非戦略核（小計２，１８０）
●空軍航空機
核爆弾/ＡＳＭ（ＡＳ-４（キッチン）） １，５４０１０
/ＳＲＡＭ（ＡＳ-１６）
●海軍航空機
核爆弾 １９０１１
ＡＳＭ　ＡＳ-４（キッチン） １，０００
●ＳＬＣＭ
ＳＳ-Ｎ-９（サイレン）２００
ＳＳ-Ｎ-１２（サンドボックス）３５０
ＳＳ-Ｎ-１９（シップレック）５００ ２４０
ＳＳ-Ｎ-２１（サンプソン）３００
ＳＳ-Ｎ-２２（サンバーン）２００
●対潜核兵器
ロケット爆雷ＳＳ-Ｎ-１５（スターフィッシュ） ２１０
対潜ミサイルＳＳ-Ｎ-１６（スタリオン）
その他核魚雷、爆雷

予備貯蔵１２（小計３９０）

不活性貯蔵（小計８，８１０）

兵器の名称は、ＮＡＴＯ命名のもの。

ロシア（計１７，０００）

１ １０ＭＩＲＶ×１２０基。ＳＴＡＲＴⅡが無効になり保持。
２ ６ＭＩＲＶ×１３０基。２００３年１０月、２０１０年の再配備表明。２００４年
２月１８日に発射テスト。

３　 1０ＭＩＲＶ×１５基。（レール移動式のみ残る）
４ 単弾頭。２００２年１０月１２日に発射テスト。
５ 単弾頭と多弾頭。ロシアでトーポリＭと呼ばれる。２００４年２月１
８日と４月２０日に発射テスト。

６ デルタⅢ級戦略原潜に搭載。６隻×１６発射管×３ＭＩＲＶ。
７ タイフーン級戦略原潜に搭載。２隻×２０発射管×１０ＭＩＲＶ。２０
０３年１０月１５日に２発の発射テスト。

８ デルタⅣ級戦略原潜に搭載。６隻×１６発射管×４ＭＩＲＶ。２００
４年２月１７日に２発、２月１８日に１発、発射テストに失敗。３月１７
日に１発、発射テストに成功。

９ ベアＨ６（Ｔｕ-９５ＭＳ６）３２機、ベアＨ１６（Ｔｕ-９５ＭＳ１６）３２機、ブ
ラックジャック（Ｔｕ-１６０）１４機に搭載。ベアＨ６は１機あたりＡＳ
１５Ａまたは核爆弾を６個（計１９２個）、ベアＨ１６は１機あたりＡＳ
１５Ａまたは核爆弾を１６個（計５１２個）、ブラックジャックはＡＳ１
５ＢまたはＡＳ１６、または核爆弾を１２個（計１６８個）搭載する。

１０ バックファイヤー（Ｔｕ-２２Ｍ）１０５機、フェンサー（Ｓｕ-２４）２８０機
に搭載。各４個。

１１ バックファイヤー（Ｔｕ-２２Ｍ）４５機、フェンサー（Ｓｕ－２４）５０機に
搭載。各２個。

１２ 左ページ[解説]参照。

核兵器の名称 爆発力
キロトン

戦略核（小計２７０）
●ＩＣＢＭ/ＩＲＢＭ１（小計１２８）
ドンフォン（東風）-３Ａ ３，３００ ４０
ドンフォン（東風）-４ ３，３００ ２０
ドンフォン（東風）-５/５Ａ２ ４～５，０００ ２０
ドンフォン（東風）-２１Ａ ２００～３００ ４８
ドンフォン（東風）-３１３ １００～２００ ０
ドンフォン（東風）-３１Ａ ？ ？
●ＳＬＢＭ（小計１２）
ジュイラン（巨浪）-１ ２００～３００ １２４

ジュイラン（巨浪）-２５ １００～２００ ？
●爆撃機搭載核兵器（小計１３０）
核爆弾 １３０６

非戦略核（小計１２０）
●（各種）砲弾/短距離ミサイル７/
核地雷核爆弾 （低） １２０

中国（計３９０）

核弾頭数

１ 東風-５／５Ａ（射程１３，０００ｋｍ）、東風-３１（射程８，０００ｋｍ）、東
風-３１Ａ（射程１２，０００ｋｍ）はＩＣＢＭ。他はＩＲＢＭ。全て単弾頭。

２ 米大陸にとどく現有唯一のＩＣＢＭで、より長射程の改良型と置き
換えつつある。

３ 移動式、固体燃料。１９９９年８月２日に初めて発射実験。２０００年１
１月４日、１６日に２回目、３回目の実験。ＭＩＲＶか否かについて確
証はない。

４ 戦略原潜シァ（夏）級（中国名：大慶魚）に搭載。１２発射管。２隻
目は未完と考えられている。

５ 新世代原潜（０９４型）に搭載する計画進行中。ＤＦ３１の変型。
６ ホン（轟）-６（ＮＡＴＯ表示：Ｂ-６）１００機、チェン（強）-５（ＮＡＴＯ表
示：Ａ-５Ａ）３０機に各１個。同機種で非核任務もある。

７ 東風１１（ＣＳＳ-７）、東風１５（ＣＳＳ-６）などがある。後者は中性子爆
弾の可能性がある。

東風-３Ａは、ＮＡＴＯでの名称はＣＳＳ-２。以下、東風-４はＣＳＳ-３、東
風-５ＡはＣＳＳ-４、東風-２１ＡはＣＳＳ-５。巨浪-１はＣＳＳ-Ｎ-３。

核兵器の名称

イスラエル
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隊は我が国の主体的な判断の下に、我が国の指揮に従
い、人道復興支援を行なう。２）多国籍軍司令部とは連絡
調整は行なうが指揮下には入ることはない、３）この点に
ついては「米英両国との間で了解に達している。従って
「憲法との関係で許されないとしてきたいわゆる多国籍
軍への参加に関する従来の政府見解を変えるものでは
ない」と言明した。６月２１日には米英との了解内容を文書
の形で国会に示した（資料２。７ページ参照）。しかし、この
「了解」と前出のロドリゲス准将らの見解とのギャップは
余りにも大きい。事実６月２２日の連合国暫定当局（ＣＰＡ）
のブリーフィングで、連合軍作戦副部長のキミット准将は
次のように語った。「参加国が個 の々活動について、いち
いち本国に（可否を）照会するような仕組みは望まない。

これが自衛隊が多国籍軍に参加する際、われわれが描
く姿だ。」４。６月２１日に政府が発表した「米英の了解」は、
日本国内向けの非現実的な説明と呼ぶべきものだ。キ
ミット准将は別の席で、安保理決議第４節（ｃ）と第１２節に
もかかわらず、多国籍軍駐留は５年以上になるだろうと述
べている。日本政府は、その都度今回と同じような手法
で、派兵期限を延長していくつもりだろうか。その間に自
衛隊が戦争に参加し、私達が自衛隊の戦死者と向き合
う可能性が、日に日に高まっていくのである。

（田巻一彦）　

〔前文〕略
〔本文〕
１. ２００４年６月１日に提示されたところに従
い、主権を有するイラク暫定政府の形成を
承認する。同暫定政府は、２００４年６月３０日
までにイラク統治に関する完全なる責任と
権限を掌握する一方、イラクの運命に影
響を及ぼすようなあらゆる行為を限られた
期間を超えて行なうことを差し控えるもの
とする。この期間は以下のパラグラフ４で
規定するとおり、選挙によって選出される
イラク移行政府が発足するまでの期間で
ある。

２. 同じく２００４年６月３０日までに占領が終
結し、連合国暫定当局が解散し、イラクが
完全なる主権を回復するようになることを
歓迎する。

３. イラク国民が自己の政治的な未来を自
由に決定し、財政的資源、天然資源に対
する完全な権限と支配権を行使する権利
を有することを再確認する。

４. イラクの民主的な政府への政治的移行
に向けて提案されている以下の行程を支
持する：
(ａ)２００４年６月３０日までに統治の責任と権
限を掌握する主権をもったイラク暫定政
府を形成する。
(ｂ)イラク社会の多様性を反映した国民
会議を開催し、
(ｃ)可能ならば２００４年１０月３１日までに、遅
くとも２００５年１月３１日までに暫定国民議
会に向けた民主的直接選挙を実施す
る。同議会は、とりわけ、イラク移行政府を
形成し、イラクの恒久的な憲法を起草し
２００５年１２月３１日までに同憲法の下で民
選政府を形成することを責務とする。

５. イラク政府に対して、国際会議の開催
がいかに上記の過程を支援できるかを検

討するよう要請し、イラク政府がイラクの政
治的移行や復興を支援し、イラクの人 と々
地域の安定の利益になるこのような会議
を開催することを期待する。

６. イラク国民に対して、上記の準備過程
を平和的かつ完全に実施することを要請
し、全ての国家と関連組織に対して、かか
る実施を支援するよう要請する。

７. 事務総長特別代表と国連イラク支援派
遣団（ＵＮＡＭＩ）が、イラクの人 と々政府を
支援する使命を、イラク政府の要請に従
い、状況の許す限りにおいて実施するに
際して、以下のとおり決定する：
(ａ)以下において主導的役割を果たすこ
と：
(ｉ)２００４年７月中に諮問評議会を選出す
るための国民会議の開催を支援す
る。
(ｉｉ)選挙実施過程において、イラク独立
選挙委員会、イラク暫定政府及び暫
定国民議会を支援する。

(ｉｉｉ)国民による憲法草案作成過程にお
ける国民的対話と合意形成を促進す
る。

(ｂ)  さらに次のことを行なうこと：
(ｉ)イラク政府による効率的な民生及び
社会的サービスの開発に助言を与え
る。

(ｉｉ)復興、開発、人道支援の調整と実施
に貢献する。

(ｉｉｉ)イラクにおける法の支配を強化する
ため、人権保護、国民的和解、司法制
度改革、法制改革を促進する。

(ｉｖ)包括的合意の最終的形成に向けた
初期の計画策定において、イラク政
府に助言し、支援する。

８. 樹立されるイラク暫定政府が、同暫定
政府と後継政府の権限の下に配備される

イラク軍を含むイラク治安部隊（以下、「イ
ラク治安部隊」と言う。）の形成に引き続き
取り組んでいることを歓迎する。同部隊の
役割は次第に拡大し、最終的にはイラクの
安全と安定の維持に対して完全な責任を
担うことになる。

９. イラクにおける多国籍軍の駐留が、樹
立されようとしているイラク暫定政府の要
請に基づくものであることに留意する。ゆ
えに、本決議付属書簡に関連し、決議１５１
１（２００３）下に設立された統合司令部の下
にある多国籍軍の権限を再確認する。

１０. 多国籍軍は本決議付属書簡に従い、
イラクの安全と安定の維持に寄与するた
めに必要なあらゆる措置を講じる権限を
持つことを決定する。同付属書簡は、とり
わけ、多国籍軍の駐留継続が、イラク暫
定政府の要請によるものであることを表
明するとともに、多国籍軍の任務を、テロ
リズムの予防と抑止などの手段によって、
次の目的を持つものと設定している。つま
り、その目的は、とりわけ、国連が上記第７
節において略述されたイラク国民への支
援の役割を遂行することが可能となり、イ
ラク国民が政治的移行の行程とプログラ
ムを自由かつ脅迫を受けずに実施し、再
建、復興活動による利益を享受すること
が可能となることである。

１１. これとの関連で、本決議付属書簡が、
とりわけ主権を有するイラク政府と多国籍
軍の間での安全保障におけるパートナー
シップを確立し、両者間の調整を確実な
ものとすると言明していることを歓迎する
とともに、イラク治安部隊は適切なイラク
の関係閣僚に対して責任を有しており、
イラク政府が多国籍軍にイラク治安部隊
を関与させて、多国籍軍と共に行なう作
戦に従事させる権限を有していることに
留意する。また、イラク政府と多国籍軍
が、書簡に述べられている治安維持機構
を、慎重を要する攻撃作戦を含む基本的
な安全保障及び政策的課題全般に関す
る合意を形成するための協議の場として
機能させ、密接な調整と協議をとおして、
イラク治安部隊と多国籍軍のパートナー

国際連合安全保障理事会決議１５４６
２００４年６月８日、第４９８７回会合において採択

１．「ロイター」８月１２日
２．「共同通信」８月１４日
３．国防総省記者会見議事録：http://www.defenselink.mil/
transcripts/2004/tr20040701-0951.html
４．「共同」６月２２日

資料１

� � ３ページからつづく

●Ｍ
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シップを確保することに留意する。
１２. さらに、多国籍軍の任務はイラク政府
の要請により、あるいは、本決議の日付か
ら１２か月後に見直されること、及び同任
務は上記第４節に述べられている政治的
移行過程の完結によって消滅することを
決定する。そして、イラク政府の要請があ
れば、この任務をそれ以前にも終了させ
ることを宣言する。

１３. （略）
１４. 多国籍軍は同時に、イラク治安部隊の
能力と制度の構築を、要員の募集、訓練、
装備、指導、監視プログラムを通じて支援
するであろうことを認識する。

１５. イラク政府との合意に従い、イラク国
民の安全と安定及び人道・復興支援へ
の必要を満たし、国連イラク支援派遣団
（ＵＮＡＭＩ）の努力を支援するため、加盟
国と国際的、地域組織に対し、軍事力を
含む多国籍軍に対する支援を提供する
よう要請する。

１６. テロ対策を含む法と秩序、安全の維
持のために、実効的なイラク警察、国境
警備隊、及び施設防護隊をイラク内務省
及び、施設防護隊の場合は、他のイラク
政府機関による統制の下で、育成するこ
との重要性を強調する。加盟国と国際組
織に対してこうしたイラク機関の能力向
上を支援するよう要請する。

１７. イラクにおける全てのテロ行為を非難
し、２００１年９月２８日付決議１３７３、１９９９年１
０月１５日付決議１２６７、２０００年１２月１９日付
決議１３３３、２００２年１月１６日付決議１３９０、
２００３年１月１７日付決議１４５５、２００４年１月
３０日付決議１５２６の下における加盟国の
義務、とりわけ、イラク国内における、ある
いはイラクを拠点とするテロ行為、また
は、イラク市民に対するテロ行為に関す
る他の関連する国際的義務を再確認す
る。そして、特に加盟国に対し、イラクから
もしくはイラクに向かうテロリストの移動、
テロリストによる武器調達、テロリストを支
援する資金供与を防止するよう繰り返し

１、（１）自衛隊が多国籍軍の中で活動する
場合の活動のあり方については、６月８日、
わが方在英国大使館公使と英国外務省
高官との間で、また、６月９日、わが方在米
国大使館公使と米国国務省高官との間
で、下記内容について公表することを含
めて了解に達している。
　（２）この了解の内容は、事前にそれぞ
れの政府部内で正式な検討を経たもので
あり、この了解は、外交慣例にのっとり、政
府間で確認された公式な了解である。

２、了解に達した内容
　（１）人道復興支援が多国籍軍の任務に
含まれることは、新たに採択された安保理決
議１５４６及び同決議に添付されているパウエ
ル米国務長官発安保理議長あて書簡にお
いて確認されている。
　（２）イラクの完全な主権の回復後、イラク
で活動する自衛隊は、多国籍軍の統合され
た司令部の下、これまでと同様に人道復興
支援を中心に活動する。
　（３）イラクにおける自衛隊は、あくまでも、イ

ラク特措法に基づきわが国の指揮の下に
おいて活動を継続し、多国籍軍の指揮下
で活動することはない。
　（４）すなわち、自衛隊はイラク特措法に
基づき活動し、さらにイラク特措法や基本
計画に定める自衛隊の活動に係る要件
が満たされなくなった場合や、わが国が政
策的に適切と判断する場合には、イラクに
おける自衛隊の活動をわが国の判断によ
り中断あるいは自衛隊をイラクより撤収さ
せることができる。
　（５）自衛隊のイラクでの活動に対するイ
ラク政府よりの同意及びその活動に関す
るしかるべき法的地位は、多国籍軍の一
員として確保される。

「自衛隊が多国籍軍の中で活動する場合の活動
のあり方に関する米国・英国との了解について」

（外務省）
２００４年６月２１日　参議院イラク・武力攻撃特別委員会理事会で公表

＜アラウィ首相＞
１）来る選挙を完全に民主的、自由かつ公正
なものとするための努力を惜しまない。

２）暫定政府がイラクの治安を守れるようにな
るまで、安全保障理事会と国際社会に支
援を求める。イラクの治安維持に貢献する
多国籍軍の任務に関する新たな決議を
求める。

３）決議から１２ヶ月後に、安全保障理事会が
多国籍軍の任務を見直すことも併せて求
める。

４）イラクの安全のために、首相を議長とし、
副首相、国防大臣、内務大臣、外務大臣、
法務大臣及び財務大臣から構成される国
家安全保障閣僚委員会を設置する。

５）同委員会には適宜、多国籍軍司令官・副
司令官あるいは司令官が指名する代表
などに出席を促し、協議していく。

６）イラク治安部隊と多国籍軍の指揮の一元
化のために調整する用意がある。多国籍
軍とイラク暫定政府はたえず協議して、戦
略的なパートナーシップを確保する。

＜パウエル国務長官＞
１）統合司令部の下にある多国籍軍にテロの
防止と抑止、イラクの領土保全を含めた治
安の維持に貢献しつづける用意があるこ

とを確認する。
２）多国籍軍は、国家安全保障閣僚委員会
の協議に参加する用意がある。多国籍軍
とイラク暫定政府は、慎重を要する攻撃作
戦に関する政策を含めて、密接に協議し、
全面的なパートナーシップを確保する。

３）イラク治安部隊と多国籍軍が協調して行
なう作戦には、暴力によってイラクの政治
的将来に影響力を及ぼそうとする勢力に
対する戦闘作戦、拘留、兵器の捜索と回
収の継続が含まれる。

４）多国籍軍は、必要に応じこれまでの安全
保障理事会決議に沿って、イラク暫定政
府が要請する人道援助、民生支援及び復
興支援の提供に参加する用意がある。

５）多国籍軍には国連の要員と施設を警護
する用意もある。警護には旅団規模の部
隊が必要と思われる。

６）多国籍軍人員に対しては派遣国が司法
管轄権を行使する。多国籍軍を構成する
部隊は今後とも、ジュネーブ条約を含めた
戦時法を遵守して行動する。

７）イラクの主権を十分認識、尊重して活動
する。
（訳及び要約　田辺俊明、ピースデポ）
原文：http://www.un.org/Docs/sc/unsc_
resolutions04.html

要請する。これに関しては地域の諸国、
特にイラクの近隣諸国の協力を強化する
重要性を再度強調する。

１８～２１．(略）
２２. 前節は、１９９１年４月３日付決議６８７(１９
９１)の第８節及び第１２節で特定されてい
る項目、あるいは１９９１年８月１５日付決議
７０７（１９９１）の第３節(f)に述べられている
活動の諸国家に対する禁止及び義務に

対して何らの影響も及ぼさないことに留
意し、安全保障理事会は国連監視検証
査察委員会及び国際原子力機構の任務
に立ち戻る意向であることを再確認す
る。

２３～３１．（略）
３２. この問題に積極的に関与しつづける
ことを決定する。

〔付属書簡〕
イラク暫定政府アヤド・アラウィ首相とアメリカ合衆国コリン・パウ
エル国務長官から安全保障理事会議長への書簡（要旨）

資料２
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次の人たちがこの号の発行に
参加･協力しました。

秋山祐子(ピースデポ)､中村桂子（ピースデポ）、田巻
一彦（ピースデポ）、青柳絢子、大澤一枝、田辺俊明、津
留佐和子、中原聖乃、中村和子、梅林宏道

宛名ラベルメッセージについて
●会員番号（６桁）：会員の方に付いています。●「（定）」：会
員以外の定期購読者の方。●「今号で誌代切れ、継続願いま
す。」「誌代切れ、継続願います。」：入会または定期購読の更
新をお願いします。●メッセージなし：贈呈いたしますが、入
会を歓迎します。

ピースデポの会員になって下さい。
会費には、『モニター』の購読料が含まれています。また、会の情報を伝える『会報』が郵送されるほか、書籍購入、情報の利用等
に優遇されます。『モニター』は紙版（郵送）か電子版（メール配信）のどちらかを選択できます。料金体系は変わりません。詳しく
は、ウェブサイトの入会案内のページをご覧ください。（会員種別、会費等については、お気軽にお問い合わせ下さい。）

書：秦莞二郎

ピースデポ電子メールアドレス：事務局＜office@peacedepot.org＞
梅林宏道＜CXJ15621@nifty.ne.jp＞田巻一彦＜tamaki@pw.catv.ne.jp＞中村桂子＜nakamura@peacedepot.org＞

今号の略語
ＡＳＥＡＮ＝東南アジア諸国連合
ＣＰＡ＝連合国暫定当局
ＩＡＥＡ＝国際原子力機関
ＮＰＴ＝核不拡散条約
ＵＮＡＭＩ＝国連イラク支援派遣団
ＵＮＤＤＡ＝国連軍縮局
ＷＭＤ＝大量破壊兵器

日  誌
２００４.７.６～８.５
作成：中原聖乃、中村桂子

ＣＤ＝ジュネーブ軍縮会議／ＣＩＡ＝米中央情
報局／ＤＯＤ＝米国防総省／ＦＭＣＴ＝兵器用
核分裂物質生産禁止条約／ＷＢ＝ホワイト
ビーチ／ＷＭＤ＝大量破壊兵器

●７月６日　原発の使用済み核燃料について、１０
年前に国の原子力委、再処理方式と地中処分方
式の費用を試算したが公表せず。
●７月６日　ブレア英首相、イラク戦争開戦の大
義とされたＷＭＤについて、「発見できないかもし
れないことを受け入れなければならない」。
●７月９日　米上院情報特別委、イラクのＷＭＤに
関する米政府の情報精度の報告書を発表。「思
い込みに基づいた欠陥情報」と結論。
●７月１２日　ブッシュ米大統領、テネシー州の核
施設視察後の演説で、ＷＭＤ拡散阻止と対テロ
戦争を遂行する「平和のための戦略」３原則を表
明。
●７月１３日　イワノフ・ロシア国防相、ロンドンで
の講演で、米国の小型核について「われわれも軍
事計画の中で考慮しなければならない」。
●７月１５日　在日米軍再編をめぐる日米両政府
の外務・防衛担当審議官級協議がサンフランシ
スコで始まる（～１７日）。
●７月１５日　ケリー米国務次官補、上院外交委
で、北朝鮮が第３回６か国協議で同国の核計画は
「大半が兵器関連」と説明したと明らかに。
●７月１５日　核兵器研究の中心施設である米ロ
スアラモス国立研究所、調査部門での重要デー
タ紛失を受け、機密扱いの全作業を一時中止。
●７月１５日付　米国や旧ソ連などの大気圏核実
験で北半球に降下した放射性物質、従来推定の
約１．５倍に達する。気象庁気象研究所の分析。

●７月１９日　米海軍厚木基地所属の米軍ヘリ、
横浜市泉区上空約３００メートルから２００発の機関
銃弾が入った弾薬箱を落とす。
●７月２０日付　琉球新報社、１９日までに、外務省
が開示を拒否している機密文書「日米地位協定
の考え方」増補版を全文入手。
●７月２０日　ブッシュ政権下で初めてワシントン
訪問を許可された北朝鮮の朴国連大使、「核抑
止力を有しているが、核実験を行う意図はない」。
●７月２１日　韓国・済州島で日韓首脳会談。小泉
首相、北朝鮮が平壌宣言を誠実に履行すれば１
年以内の国交正常化も可能との認識を表明。
●７月２１日　アーミテージ国務副長官、訪米中の
中川自民党国対委員長らに対して、日本の憲法
９条が「日米同盟関係の妨げの一つ」と発言。
●７月２２日　北朝鮮などが「電磁パルス（ＥＭＰ）
兵器」を開発する恐れがあるとの報告書を、米政
府の「ＥＭＰ攻撃調査委」が下院軍事委に提出。
●７月２３日　米韓政府、ソウルにある在韓米軍の
竜山基地をソウル南方の平沢に０８年末までに移
転することで最終合意。
●７月２３日　米ＤＯＤミサイル防衛局、地上配備
型迎撃ミサイル一基をアラスカ州フォートグリー
リー基地に初めて設置したことを発表。
●７月２４日　北朝鮮外務省、第３回６か国協議で
米が示した提案が「リビア式」の解決策だと批判、
「これ以上論議する一顧の価値もない」。
●７月２４日　パキスタン、同国の「核開発の父」
カーン博士による核技術流出問題で拘束されて
いた核科学者ら３人を釈放したことを明らかに。
●７月２６日　国連主催の「第２回国連軍縮札幌会
議」、札幌市で始まる（～２９日）。
●７月２９日　イスラエルのシャロン首相、「米国は
イスラエルが抑止力による自衛能力を持つべき
だと認めている」と発言。ＡＰ通信などの報道。
●７月２９日　サンダース米国大使、ＣＤで日本が
強く求めるＦＭＣＴの交渉開始姿勢を初表明。
●７月３１日　ハラジ・イラン外相、「われわれは遠
心分離機製造を始めた」と延べ、ウラン濃縮に使
う分離機の製造を再開したことを明らかに。

沖縄
●７月８日　女性暴行未遂と器物損壊罪に問わ
れた在沖米海兵隊少佐の判決公判、那覇地裁
で。懲役１年執行猶予３年の有罪判決。
●７月９日　米海軍原潜ホノルル、勝連町ＷＢに
入港。同日、出港。
●７月１１日　参院選・沖縄選挙区で、革新統一候
補の糸数慶子氏が初当選。
●７月１１日　米軍普天間飛行場の０８年までの返
還や騒音被害の解消などを訴える宜野湾市訪米
団が出発（～２１日）。
●７月１３日　伊波宜野湾市長、ヒル日本部長と会
談。ヒル部長は普天間飛行場が米軍再編論議の
協議の対象になっていることを明らかに。
●７月１４日　宜野湾市訪米団、海外基地見直し
委員会の公開討論会を傍聴。委員会は伊波市長
の証言書提出に必要な申請書を受理。
●７月１６日　国連軍に所属する英海軍ミサイル
駆逐艦エクセターが勝連町ＷＢに寄港。２１日、出
港。英海軍艦船の同基地寄港は２１年ぶり。
●７月２０日　日米合同委、Ｙナンバー車の車庫法
違反問題で、基地外に車庫を持つ車両が９月１日
以降登録の場合、車庫証明書取得を義務付け。
●７月２１日　米海軍の原潜アレクサンドリア、ＷＢ
に寄港。同日、出港。
●７月２８日　嘉手納基地でアイダホ州マウンテン
ホーム空軍基地所属Ｆ１６戦闘機計１０機飛来する
のが確認される。
●８月２日　県軍用地転用促進・基地問題協議
会の総会開催。都市型戦闘訓練施設の建設反対
など１４項目の日米政府への要請を決定。

◆◆◆◆

は今回が初めてであった。彼の強固な
意思を感じることができて、私は感銘を
受けた。
　ドゥアルテ大使は、次のように締めく
くった。
　「１９９５年における無期限延長と２０００年
における核軍縮への具体的措置の採択
によって、再検討会議は、ＮＰＴ前文に描か
れた高邁な目標を実現するための不可欠

●８月１日付　１９５０年代の一連のビキニ核実験
で出たプルトニウム、日本近海に堆積。放射線医
学総合研究所が７月３１日までに確認。
●８月２日　ブッシュ米大統領、ＣＩＡなどの情報機
関を統括する主要閣僚級ポスト「国家情報長
官」、「国家テロ対策センター」の創設を発表。
●８月４日　英ジェーンズ・ディフェンス・ウィーク
リー、北朝鮮が海上・陸上発射の少なくとも２種類
の新型中距離弾道ミサイルを開発中と報じる。

な基礎となった。これ（再検討会議）は、私
たちの自由裁量に任されたもっとも強力な
手段である。核兵器のない世界で私たち
すべての国の安全保障が強化されるよう
に、これを最大限に活用しようではありま
せんか。」
　これは、アメリカが２０００年合意を無視し
たがっていることを知っての発言である。
（梅林宏道）
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